
　
　
　
　
金
礼
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
田
　
俊
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
明
検
元
年
維
新
政
府
が
商
品
経
済
発
展
の
た
め
に
、
流
通
手
段
と
し
て
発
行
し
た
太
政
官
札
す
な
わ
ち
全
札
が
、
経
済
社
会
に
お

い
て
一
般
的
信
認
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
金
属
貨
幣
に
対
し
て
価
値
の
低
落
を
現
わ
す
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府

は
一
方
に
お
い
て
幣
制
整
備
の
準
備
を
進
め
つ
つ
、
紙
幣
価
値
回
復
の
政
策
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し

て
、
政
治
的
検
力
を
も
っ
て
金
紙
の
平
価
通
用
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
政
府
紙
幣
と
正
貨
と
の
平
価
維
持
を
強
行
す
る
た
め

に
、
参
考
資
料
を
得
よ
う
と
し
て
と
ら
れ
た
方
策
が
、
明
治
二
年
六
月
以
降
に
行
わ
れ
た
金
札
流
通
状
況
の
探
索
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
探
索
の
結
果
が
数
通
の
探
索
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
さ
き
に
、
八
王
子
宿
を
中
心
と
す
る
甲
州
街

道
に
沿
う
諸
地
域
、
あ
る
い
け
こ
れ
ら
の
地
域
と
商
業
取
引
関
係
を
も
つ
地
方
に
お
け
る
調
査
報
告
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
本

　
　
　
　
金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て
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稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
紙
い
て
申
山
道
前
請
地
域
に
お
け
る
金
札
の
流
通
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
地
域
の
商
品
流
通
横
横
の
性
格
、

あ
る
い
は
政
治
横
力
の
浸
透
度
等
の
相
違
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
社
会
的
信
認
を
確
保
十
る
に
至
っ
て
い
た
か
を
横
討
十
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
申
山
道
に
沿
う
請
地
域
の
金
札
流
通
状
況
を
探
索
し
て
、
そ
の
報
告
書
を
作
成
し
た
探
索
者
は
下
明
で
あ
る
が
、
甲
州
街
道
方
面

の
探
索
書
と
比
横
し
て
、
そ
の
文
体
、
観
点
等
に
相
違
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
探
索
者
が
同
一
人
で
な
い
こ
と
は
推
察
で
き
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
横
討
し
た
探
索
者
の
意
見
と
、
ま
た
異
っ
た
立
場
か
ら
金
札
の
流
通
状
況
を
調
表
し
て
い
る
こ
と
が

見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
そ
の
探
索
書
に
し
た
が
っ
て
、
各
宿
駅
、
農
業
商
品
生
産
地
帯
に
お
け
る
金
札
流
通
と
商
品
流
通
の
状
態
を

見
て
行
く
こ
と
と
十
る
。
申
山
道
に
沿
う
地
域
お
よ
び
利
横
川
、
渡
良
瀬
川
流
域
の
請
市
場
に
お
け
る
金
札
の
流
通
状
態
を
紙
横
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陀
１
）

に
探
索
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
金
札
通
用
之
侯
、
往
還
筋
ハ
勿
論
其
外
と
も
、
随
分
無
差
去
、
正
金
同
横
通
用
致
侯
得
と
も
、
小
札
至
而
少
く
大
札
多
二
付
、

　
釣
札
二
差
去
悉
ク
難
渋
、
未
ケ
為
二
種
々
之
悪
敷
風
聞
相
去
、
自
然
差
去
も
出
未
侯
二
付
、
小
札
之
分
夥
敷
御
差
出
之
方
宜
敷
義

　
と
存
侯
、
尤
金
高
之
売
買
二
至
り
侯
而
ハ
未
タ
皆
札
と
申
義
ニ
も
至
り
兼
、
半
分
正
金
半
分
金
札
と
申
取
引
奉
ら
ニ
御
座
侯
、
左

　
横
相
成
侯
上
ハ
少
々
宛
は
相
違
御
座
侯
横
子
二
侯
得
共
、
多
分
之
相
場
違
二
無
御
座
侯
、
自
然
と
正
金
同
横
可
相
成
、
乍
去
請
色

　
　
一
時
聊
宛
高
直
二
可
相
成
奉
存
侯
、
川
越
領
二
而
ハ
五
月
廿
日
頃
領
内
村
々
エ
金
札
正
金
同
横
取
引
可
致
厳
重
御
触
有
之
、
一
村

　
毎
小
前
請
印
取
之
侯
横
子
二
御
座
侯
処
、
右
金
札
ハ
横
浜
表
ニ
お
い
て
ハ
一
切
通
用
不
仕
由
、
依
之
是
迄
横
浜
取
引
之
諸
商
人
多

　
く
御
座
候
故
、
是
カ
為
大
キ
二
通
用
差
支
侯
間
、
百
姓
共
疑
迷
を
生
し
種
々
之
異
説
を
唱
、
十
三
ヶ
年
之
間
ニ
は
金
札
之
文
字
消

　
失
白
紙
と
相
成
、
又
は
拾
三
ヶ
年
限
り
と
有
之
、
右
年
限
相
過
候
ハ
ハ
用
達
不
申
、
本
古
た
る
べ
き
杯
不
取
留
評
判
仕
侯
間
、
愚
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味
之
百
姓
か
ら
通
イ
ヲ
取
、
兎
角
世
間
之
横
下
ヲ
見
合
、
可
札
穀
物
等
ヲ
も
差
扣
候
間
、
通
々
諸
品
払
底
二
相
成
、
所
々
之
市
場

　
も
品
物
少
く
賑
ハ
イ
不
申
候
。
Ｌ

　
こ
の
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
金
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
は
不
確
定
で
あ
る
た
め
、
金
札
の
み
に
よ
る
商
業
取
引
は
成
宜
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
金
札
は
商
業
貨
幣
と
し
て
の
職
分
を
つ
く
さ
ず
、
正
金
と
紙
幣
と
の
間
に
購
買
力
の
相
違
を
生
じ
た
た
め
、

価
格
体
系
を
乱
し
、
商
品
流
通
に
障
害
を
与
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
各
調
査
地
域
に
お
い
て
金
札
価
値
は
ど
の
よ
う
に
下
落
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
東
京
に
通
い
大
宮
県
支
配
所
の
鳩
ケ
谷
宿
に
お
い
て
は
、
明
治
二
年
五
月
十
八
日
よ
り
二
十
三
日
ま
で
の

米
相
場
は
、

　
　
　
「
正
金
壱
両
二
付
玄
米
壱
斗
弐
升
替

　
金
札
ニ
テ
、
　
　
壱
斗
壱
升
弐
・
三
合
替

　
小
売
相
場
、
金
壱
両
二
付
白
米
壱
斗
替

　
　
　
（
註
２
）

　
山
方
仕
切
相
場
、
正
金
と
紙
幣
の
価
値
の
相
通
、

　
壱
両
に
付
二
合
」

と
い
う
実
情
で
あ
っ
て
、
金
札
価
値
が
約
七
％
の
下
落
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
て
、
大
宮
県
出
役
の
正
貨
・
紙

幣
の
平
価
流
通
に
関
す
る
厳
重
な
通
通
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、

　
　
「
金
札
通
用
方
宜
敷
能
成
、
是
迄
米
壱
俵
エ
金
壱
両
札
壱
枚
、
余
ハ
正
金
之
取
引
と
相
極
置
候
処
、
手
分
正
金
手
分
金
札
と
通
用

　
相
成
候
趣
」

　
と
い
う
よ
う
に
金
札
価
値
の
低
落
は
防
止
さ
れ
た
が
、
金
札
は
単
に
限
定
的
流
通
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
商
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業
取
引
の
全
面
的
決
済
手
段
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
金
札
が
流
通
手
段
と
し
て
全
く
拒
否
さ
れ
て
い
た
構
浜
市
場
と
関
連

を
も
つ
商
品
流
通
構
構
に
お
い
て
は
、
金
札
流
通
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
は
前
橋
に
述
べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
鳩
ケ
谷
権
に
お
け
る
唐
糸
取
引
に
つ
い
て
見
る
と
、

　
　
「
壱
〆
ニ
付
正
金
ニ
而
ハ
百
三
す
五
両
替
、
金
札
ニ
而
ハ
百
七
拾
両
」

と
い
う
実
例
が
あ
り
、
米
穀
取
引
の
場
合
に
お
け
る
金
札
の
減
価
に
比
較
し
て
、
唐
糸
取
引
の
場
合
に
は
金
札
の
購
買
力
低
下
が
さ

ら
に
甚
し
く
、
正
貨
に
対
し
て
二
五
％
余
の
差
価
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
金
札
が
完
全
な
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
の
社
会
的
信
認
を
得
る
に
至
ら
す
、
商
品
流
通
の
地
域
的
関
係
に
お
い

て
、
そ
の
購
買
力
に
差
異
を
生
じ
て
い
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
権
力
に
も
と
づ
い
て
創
造
さ
れ

た
統
幣
に
よ
っ
て
は
、
価
格
体
系
を
国
民
経
済
的
に
統
一
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
金
札
は
価
値
尺
度
と
し
て
の
職
能
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
当
然
そ
れ
は
ま
た
支
換

候
介
手
段
と
し
て
の
貨
幣
的
職
能
を
も
完
全
に
果
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
同
じ
く
大
宮
県
支
配
所
で
あ
る
板
橋
宿
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
区
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
全
般
的
に
は
金
札
と
正
金
は
何
等
の

差
別
な
く
流
通
す
る
状
態
で
あ
る
が
、
個
別
的
に
商
人
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
金
札
に
よ
る
取
引
を
拒
絶
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
ま
た
大
宮
宿
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
宮
県
支
配
所
で
あ
る
が
、
金
札
の
流
通
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ

た
。
そ
の
一
例
と
し
て
旅
篭
料
金
の
支
払
に
つ
い
て
、

　
　
「
五
月
廿
日
止
宿
仕
、
金
壱
分
札
差
出
候
処
、
御
布
令
ハ
有
之
候
得
と
も
未
タ
取
扱
不
申
、
釣
札
等
ニ
も
困
入
候
間
、
何
卒
正
金

　
ニ
而
払
呉
候
様
申
し
候
」
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と
、
金
札
に
よ
る
支
払
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
同
宿
の
呉
服
商
に
つ
い
て
も
、
代
金
支
払
に
あ
た
っ
て
壱
両
札
の

流
近
困
難
で
あ
り
、
小
額
紙
幣
の
み
が
受
払
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
迷
べ
て
い
る
。

　
ま
た
大
宮
宿
に
近
い
与
野
町
の
穀
屋
に
つ
い
て
の
調
麦
に
よ
る
と
、

　
　
「
玄
米
　
　
正
金
壱
両
二
付
　
一
斗
一
升
五
、
六
合

　
大
豆
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
一
斗
五
升

　
仕
込
大
豆
　
　
　
″
　
　
　
　
一
斗
七
升

　
遠
藤
豆
　
　
　
　
″
　
　
　
　
二
斗
五
升

　
麦
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
四
斗
三
升

　
金
札
ニ
テ
ハ
山
方
迷
惑
申
之
、
半
分
正
金
半
分
金
札
取
交
通
用
可
致
歟
立
由
ニ
テ
確
と
相
答
不
申
候
」

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
穀
類
取
引
に
お
い
て
は
、
金
札
流
通
は
い
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
同
県
桶
川
宿
に
お
け
る
穀
物
商
人
に
つ
い
て
の
戴
告
を
見
る
と
、

　
　
「
此
も
の
方
工
罷
越
穀
物
付
入
方
掛
合
候
処
、
割
麦
壱
両
二
付
弐
斗
三
升
五
合
、
玄
米
同
断
壱
斗
弐
升
弐
合
、
同
所
隣
村
平
方
河

　
岸
迄
壱
俵
二
付
駄
賃
弐
百
四
十
八
支
掛
り
、
東
京
神
田
川
迄
船
賃
百
俵
二
付
金
三
分
位
、
依
立
金
札
立
由
申
聞
候
処
、
御
布
令
ハ

　
有
之
候
得
と
も
未
タ
当
宿
エ
は
立
廻
り
無
之
、
諸
家
御
通
行
旅
篭
代
位
立
事
二
而
少
々
ハ
立
廻
リ
、
且
御
触
有
立
候
義
故
請
取
不

　
申
義
ニ
は
無
之
候
得
共
、
私
共
よ
り
在
方
荷
主
方
工
遣
し
候
義
差
支
甚
タ
困
り
入
、
尤
追
々
立
廻
り
多
分
取
様
候
様
相
成
候
ハ
ハ

　
随
分
戴
可
申
杯
品
能
申
分
ケ
仕
、
相
談
相
整
不
申
候
」

と
、
金
札
に
よ
る
取
引
拒
否
の
実
例
を
あ
げ
て
お
り
、
ま
た
他
の
穀
屋
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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「
支
米
、
　
　
正
金
エ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
斗
二
升
三
合

　
　
　
　
　
　
　
正
金
、
金
札
半
々
エ
テ
　
　
　
一
斗
一
升
八
合

　
割
支
、
　
　
　
正
金
エ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
斗
二
升

　
　
　
　
　
　
　
正
金
、
金
札
手
々
二
テ
　
　
　
ニ
斗
一
升
五
合
」

　
「
皆
札
エ
テ
ハ
山
方
之
者
不
得
心
故
、
難
売
渡
趣
エ
テ
相
談
整
不
中
、
…
…
夫
市
迄
ハ
金
札
一
向
不
通
用
之
処
、
当
節
山
夫
エ
札

　
半
分
迄
ハ
是
非
と
も
遠
し
不
中
候
テ
ハ
、
御
趣
意
二
背
候
杯
査
夫
之
者
エ
及
掛
合
候
処
、
中
エ
ハ
百
姓
共
札
難
渋
申
者
も
有
之
候

　
得
共
、
御
触
面
之
趣
夫
々
申
聞
候
様
子
二
見
請
申
候
Ｌ

と
あ
っ
て
、
金
札
の
流
遠
範
囲
を
徐
々
に
拡
大
す
べ
き
努
方
が
払
わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
金
札
使
用
の
場
合

は
同
額
の
正
貨
と
混
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
金
札
の
購
買
方
は
正
貨
と
平
価
を
保
持
す
る
に
は
至
ら

な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
桶
川
宿
よ
り
北
方
の
鴻
巣
宿
は
同
じ
く
大
宮
県
支
配
所
で
あ
る
が
、
同
宿
に
お
け
る
米
屋
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

　
　
「
小
豆
大
豆
　
　
正
金
壱
両
二
付
　
　
一
斗
五
升

　
大
麦
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
四
斗

　
遠
藤
豆
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
二
斗
五
升

　
金
札
ニ
テ
ハ
在
方
之
者
エ
払
方
差
支
候
由
、
品
々
難
渋
申
し
、
相
談
相
整
不
申
」

と
い
う
状
態
で
あ
り
、
商
品
供
給
地
の
農
村
地
帯
と
の
取
引
関
係
に
お
い
て
、
金
札
流
通
が
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
族
篭
屋
に
お
け
る
宿
泊
料
の
支
払
に
は
金
札
が
異
議
な
く
受
領
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
大
宮
県
の
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支
配
十
る
地
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
市
場
に
お
け
る
商
品
取
引
糸
結
に
よ
り
、
農
実
商
品
供
結
地
帯
と
の
関
係
の
緊
密
さ
に
し
た
が

っ
て
、
金
札
流
通
範
囲
が
結
少
さ
れ
て
ゆ
く
実
情
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
品
川
県
に
属
十
る
膝
折
村
に
お
い
て
も
、
名
主
に
て
米
醤
油
塩
渡
世
を
営
む
地
支
資
本
家
に
関
十
る
調
査
の
結
果
は
、
県
支
配
の

下
に
お
か
れ
た
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
十
、
金
札
の
流
通
な
く
、

　
　
「
名
立
方
に
お
ゐ
て
、
金
札
無
差
支
可
致
段
維
重
触
置
な
か
ら
、
自
分
商
ひ
向
ニ
テ
不
請
取
」

と
い
う
矛
盾
し
た
事
実
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
金
札
流
通
策
の
実
施
に
つ
い
て
、
藩
県
体
制
に
お
け
る
支
配
階
維
の
側

に
、
む
し
ろ
多
く
の
障
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
旧
幕
府
の
直
領
で
あ
っ
て
、
新
政
府
に
よ
っ
て
知
県
事
の
お
か
れ
た
地
方
に
お
い
て
十
ら
、
政
府
維
幣
に
対
十
る
社
会
的
信
認
が

十
分
に
確
立
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
旧
大
名
領
で
あ
っ
て
、
維
新
後
も
旧
領
主
支
配
の
下
に
薄
利

を
存
続
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、
新
政
府
発
行
の
金
札
が
ど
の
よ
う
な
流
通
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
松
井

錦
立
進
の
領
分
川
越
薄
川
越
町
に
お
け
る
木
炭
相
場
に
つ
い
て
の
探
索
の
結
果
を
見
る
と
、

　
　
「
方
貫
目
入
　
　
正
金
壱
両
ニ
付
　
　
　
　
十
二
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
ニ
テ
　
　
　
　
　
　
九
俵
五
分

　
あ
る
い
は
、

　
方
貫
目
入
　
　
　
正
金
ニ
テ
　
　
　
　
　
　
十
三
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
ニ
テ
　
　
　
　
　
　
十
一
俵
」

と
い
う
状
況
で
あ
り
、
金
札
購
買
力
は
正
貨
に
対
し
、
十
五
％
よ
り
二
〇
％
余
の
低
下
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
川
越
町
に
お
け
る
穀
物
取
引
に
関
す
る
調
査
に
よ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
挽
割
麦
　
　
　
正
金
一
両
ニ
付
　
　
　
　
一
斗
人
合

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
・
正
金
半
々
ニ
テ
　
一
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
皆
札
ニ
テ
ハ
相
断
候
由

　
麦
　
　
　
　
　
　
正
金
壱
両
ニ
付
　
　
　
　
三
斗
七
升

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
・
正
金
半
々
ニ
テ
　
三
斗
三
升

　
　
　
　
　
　
　
　
皆
札
ニ
テ
ハ
　
　
　
　
　
三
斗
一
升

　
玄
米
　
　
　
　
　
正
金
一
両
ニ
付
　
　
　
　
一
斗
一
升
～
一
斗
一
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
は
山
方
下
通
ニ
付
一
切
相
断
候
由
」

　
右
に
よ
っ
て
、
穀
類
取
引
に
お
い
て
も
、
そ
の
商
品
種
類
に
し
た
が
っ
て
金
札
の
購
買
力
に
格
差
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
麦
の
取
引
に
お
い
て
は
金
札
の
価
値
が
正
金
に
対
し
約
十
四
％
の
低
下
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
正
金
と
金
札
の
半
額
づ
つ
混

用
に
よ
る
決
済
が
認
容
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
米
穀
取
引
に
て
は
金
札
は
全
く
流
通
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
至
ら

な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
川
越
藩
北
町
の
穀
屋
に
関
す
る
調
査
報
告
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
「
此
も
の
方
工
罷
越
及
掛
合
候
処
、
前
橋
御
蔵
米
玄
米
一
両
ニ
付
、
正
金
ニ
而
ハ
壱
斗
五
合
、
金
札
は
山
方
一
切
請
取
不
中
難
渋

　
之
由
申
之
、
尤
同
人
咄
ニ
付
前
橋
領
中
島
弐
万
石
ハ
金
札
之
御
触
如
何
之
も
の
ニ
候
哉
、
前
橋
領
百
姓
ニ
限
り
兎
角
難
渋
而
已
申

　
之
、
請
取
不
申
困
り
人
候
趣
ニ
御
座
候
」

と
あ
り
、
米
穀
取
引
に
つ
い
て
金
札
が
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
の
職
能
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
、
商
品
供
給
地
帯
に
お
け
る
金
札
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不
信
認
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
幕
府
時
代
よ
り
存
続
し
て
来
た
商
品
流
通
体
系
の
中
に
お
い
て
、
新
政

府
の
法
制
的
横
力
に
よ
っ
て
剔
出
さ
れ
た
紙
幣
が
、
流
通
手
段
と
し
て
完
全
な
貨
幣
的
機
能
を
も
つ
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
実

証
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
同
じ
く
川
越
藩
に
あ
り
な
が
ら
族
篭
代
に
つ
い
て
は
金
札
に
よ
る
交
払
に
何
等
交
障
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荒
物

類
、
油
粕
等
に
つ
い
て
は
、
金
札
に
よ
る
商
品
流
通
が
全
く
杜
絶
し
て
い
る
こ
と
を
探
索
者
は
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
交
事

実
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
の
法
制
的
創
迷
物
で
あ
っ
た
金
札
は
、
た
だ
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
流
通
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の

み
に
よ
っ
て
は
、
完
全
な
貨
幣
的
職
能
を
果
す
も
の
で
は
な
く
、
流
通
手
段
と
し
て
の
一
般
的
信
認
を
欠
く
と
き
は
、
か
え
っ
て
商

品
流
通
体
系
の
混
乱
を
惹
き
起
す
原
因
を
つ
く
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
川
越
町
よ
り
わ
ず
か
に
離
れ

た
新
川
岸
に
お
い
て
、
探
索
者
が
数
軒
の
炭
問
屋
に
つ
い
て
金
札
に
よ
る
取
引
交
渉
を
行
っ
た
結
果
は
、

　
　
「
金
札
御
命
令
厳
重
被
仰
渡
御
座
候
得
共
、
未
タ
金
札
立
廻
り
不
申
候
間
、
何
分
金
札
ニ
す
ハ
売
渡
兼
候
趣
申
候
」

と
い
う
回
答
を
得
た
と
あ
り
、
明
治
政
府
発
行
の
紙
幣
が
全
く
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
実
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
ま
た
松
平
下
総
守
領
分
忍
藩
行
田
町
に
お
い
て
、
呉
服
渡
世
の
も
の
に
つ
き
探
索
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
「
上
物
地
糸
ニ
テ
銀
三
十
九
匁
よ
り
四
十
匁
位
…
…
金
札
払
之
義
掛
合
候
処
、
領
主
よ
り
厳
重
御
布
令
ニ
付
、
請
取
不
申
義
ニ
は

　
無
之
候
得
と
も
、
此
辺
ハ
未
タ
金
札
一
向
立
廻
り
不
申
、
甚
タ
迷
惑
之
由
相
断
受
相
談
整
不
申
候
」

と
あ
り
、
金
札
の
流
通
を
見
る
に
至
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
同
所
本
町
の
呉
服
屋
に
つ
い
て
の
経
験
に

よ
れ
ば
、
金
札
の
使
用
を
全
く
拒
絶
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
此
も
の
方
エ
罷
越
地
嶋
木
綿
壱
反
相
来
候
処
、
代
銀
三
拾
三
匁
ニ
付
金
壱
両
札
差
差
出
し
候
処
、
前
同
断
領
主
よ
り
御
布
令
厳
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金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て

　
敷
候
故
請
取
不
申
儀
ニ
は
無
之
候
得
と
も
、
当
所
ハ
未
夕
支
廻
り
不
申
御
家
中
力
も
未
タ
御
造
イ
不
被
成
候
故
、
今
日
初
而
見
請

　
候
杯
申
之
何
卒
正
金
ニ
而
払
呉
候
様
申
之
候
ニ
付
、
正
金
持
合
無
之
、
札
造
用
不
致
候
ハ
ハ
、
品
物
買
来
申
間
敷
及
断
候
処
、
無

　
拠
釣
差
出
可
申
と
之
儀
ニ
而
、
壱
分
札
壱
枚
壱
朱
札
差
越
候
、
然
ル
上
ハ
札
は
通
用
無
之
と
申
儀
ニ
は
無
御
座
、
只
々
難
渋
品
能

　
相
断
候
儀
と
奉
存
候
」

　
川
越
藩
あ
る
い
は
忍
藩
に
関
す
る
金
札
問
題
の
調
査
の
結
果
は
、
こ
れ
ら
旧
大
名
支
配
の
地
域
に
お
い
て
は
、
支
配
者
自
体
が
維

新
政
府
創
造
の
金
札
に
対
し
て
十
分
の
信
認
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
察
知
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
人
層
に
お

い
て
も
金
札
を
流
通
手
段
と
す
る
取
引
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
政
治

的
権
力
に
よ
っ
て
法
制
的
に
貨
幣
が
造
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
貨
幣
の
形
式
的
側
面
を
決
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
貨
幣
が
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
経
済
的
機
能
を
果
し
得
る
よ
う
、
貨
幣
に
魂
を
入
れ
る
効
果
を
も
つ
も
の
は
、
貨
幣
に
対
す

る
経
済
社
会
の
一
般
的
信
認
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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中
山
道
に
沿
う
京
京
北
部
の
宿
駅
を
中
心
と
し
た
全
札
流
通
状
況
の
探
索
書
を
前
筋
に
お
い
て
検
討
し
て
来
た
が
、
こ
れ
に
つ
づ

い
て
、
中
山
道
東
北
部
の
利
根
川
、
置
良
瀬
川
流
域
に
お
け
る
商
品
市
橋
、
そ
の
周
道
の
主
産
地
帯
、
お
よ
び
例
幣
使
街
逅
に
沿
う

各
宿
駅
よ
り
岩
橋
街
道
文
で
南
十
す
る
沿
逅
の
諸
地
域
に
お
け
る
全
札
流
通
状
況
に
関
す
る
探
索
が
、
ま
た
別
個
に
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
１
）

の
で
、
そ
の
納
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
松
下
入
和
守
領
分
前
橋
藩
十
七
万
石
の
松
山
町
に
お
い
て
は
、
金
札
の
流
通
が
全
く
下
可
能
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
　
「
有
町
之
義
当
五
月
廿
一
日
探
索
仕
候
処
、
被
主
よ
り
金
札
通
用
方
一
ト
通
り
触
流
し
は
有
之
候
得
共
、
未
タ
金
札
一
切
入
廻
り

　
下
申
、
同
町
地
続
前
橋
候
出
張
陣
屋
も
有
之
、
下
常
詰
合
之
人
数
多
分
御
座
候
種
之
処
、
名
主
兼
三
郎
よ
り
申
聞
候
は
金
札
一
切

　
通
用
無
之
、
邂
逅
陣
屋
詰
之
方
之
持
参
被
致
候
而
も
、
町
内
之
も
の
共
下
請
取
由
申
之
、
且
同
所
麹
屋
喜
兵
衛
方
ニ
而
も
同
様
之

　
義
申
之
、
更
ニ
通
用
無
之
趣
ニ
御
座
候
」

　
松
山
町
の
北
方
、
中
山
道
の
熊
谷
宿
は
松
平
下
総
守
領
分
忍
藩
十
万
石
に
属
し
、
そ
の
西
北
に
位
置
す
る
深
谷
宿
は
岩
鼻
県
去
配

所
で
あ
る
が
、
こ
の
両
宿
に
つ
い
て
の
調
在
報
告
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
有
両
宿
之
義
当
五
月
廿
二
日
廿
三
日
探
索
仕
候
処
、
去
配
役
所
上
り
金
札
之
義
ニ
付
種
々
御
世
話
も
有
之
候
趣
ニ
候
得
共
、
未

　
タ
多
分
相
廻
り
不
申
、
乍
去
諸
処
通
付
之
向
々
よ
り
休
泊
払
方
之
分
而
已
ニ
而
、
其
宿
々
ニ
銘
々
溜
置
、
納
金
或
は
東
京
エ
諸
色

　
仕
入
金
ニ
持
参
い
た
し
候
迄
ニ
而
、
地
元
無
滞
と
申
程
之
義
ニ
は
至
り
兼
候
処
、
同
月
廿
日
頃
よ
り
追
々
通
用
仕
、
差
支
筋
無
之
由
、

　
然
ル
処
銭
相
場
段
々
引
上
ケ
、
当
時
金
壱
両
ニ
付
銭
九
貫
四
百
文
位
ニ
候
得
共
、
高
崎
宿
よ
り
上
方
は
尚
高
直
之
趣
承
り
申
候
、

　
此
上
ニ
も
引
上
り
可
申
哉
之
風
聞
ニ
御
座
候
、
旦
在
中
之
義
は
一
切
不
通
用
と
は
乍
申
、
未
タ
金
札
更
ニ
入
廻
り
不
申
候
間
、
全
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下
追
用
と
中
義
ニ
は
無
之
候
得
共
、
令
般
正
金
同
様
追
用
厳
重
立
御
布
令
有
之
候
故
、
在
中
も
追
々
追
用
可
致
旨
申
居
候
得
共
、

　
右
立
追
銭
悉
払
底
ニ
相
成
、
正
金
立
義
も
追
々
相
詰
候
様
成
行
可
申
哉
、
一
同
痛
心
罷
在
候
権
、
附
而
は
右
金
札
御
引
付
処
御
取

　
立
様
下
置
候
ハ
ハ
十
分
之
通
用
方
ニ
可
相
成
旨
、
右
宿
々
最
寄
在
々
之
も
の
共
専
ラ
申
唱
居
候
義
ニ
御
座
候
・

　
右
の
両
宿
に
お
い
て
は
、
管
轄
官
庁
に
て
金
札
流
通
政
策
を
講
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
札
に
対
す
る
信
認
薄
弱
で
あ

り
、
銭
相
場
の
騰
貴
を
招
き
、
正
金
の
退
蔵
を
も
予
想
せ
し
め
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
対
策
と
し
て
金
札
供
給
増
大
の

た
め
、
金
札
引
換
所
設
置
の
要
望
の
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　
岩
鼻
県
支
配
所
の
太
田
町
は
、
熊
谷
宿
と
桐
生
町
の
中
間
に
位
す
る
宿
場
で
あ
る
が
、
商
品
市
場
と
し
て
は
小
規
権
で
あ
る
た

め
、
金
札
流
通
に
つ
い
て
困
難
な
問
題
は
な
く
、
支
配
所
の
金
札
流
通
政
策
も
様
底
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
接
市
場
の
影

響
を
受
け
て
、
金
札
価
値
に
動
揺
を
生
じ
つ
つ
あ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
右
町
方
之
義
は
支
配
所
よ
り
様
申
置
ヲ
相
守
、
名
主
市
兵
衛
外
較
人
よ
り
厳
敷
小
前
方
エ
申
論
、
五
月
廿
日
頃
よ
り
金
札
通
用

　
い
た
し
、
都
而
弐
分
金
よ
り
は
相
好
候
由
ニ
候
得
共
、
是
と
申
商
人
も
無
之
ニ
付
未
タ
金
札
多
分
は
相
廻
り
不
申
由
、
且
同
州
桐

　
生
町
商
人
共
惣
体
狡
黠
ニ
し
て
、
諸
相
場
並
銭
相
場
引
主
り
候
節
は
、
不
意
ニ
太
田
町
近
辺
エ
罷
越
較
買
取
候
義
度
々
之
義
ニ

　
而
、
此
度
も
名
前
は
不
相
分
候
得
共
桐
生
町
之
も
の
忍
々
ニ
銭
買
歩
行
候
よ
し
、
直
様
銭
相
場
引
上
ケ
候
間
、
跡
々
ニ
而
後
悔
残

　
念
ニ
存
候
趣
ニ
御
座
候
」

　
同
じ
く
岩
鼻
県
支
配
所
の
桐
生
町
は
、
穀
類
、
生
糸
、
織
物
等
の
商
品
市
場
と
し
て
主
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
た
め

に
、
金
札
に
対
す
る
信
認
を
、
法
制
的
権
力
の
み
に
よ
っ
て
強
要
す
る
こ
と
の
最
も
困
難
な
地
域
で
あ
っ
た
。
太
田
町
の
実
情
と
比

較
し
て
、
法
制
的
に
創
追
さ
れ
た
貨
幣
が
、
流
通
手
段
と
し
て
の
職
能
を
完
全
に
確
保
す
る
た
め
に
は
、
経
済
社
会
的
信
認
の
裏
付
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け
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
商
品
市
場
で
あ
る
桐
生
町
に
お
け
る
金
札
流
通
状
況
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
　
「
右
町
方
之
義
当
五
月
廿
三
日
・
廿
四
日
探
索
仕
候
処
、
町
高
三
百
石
余
、
家
数
凡
千
軒
、
人
数
壱
万
人
程
も
入
込
候
場
所
ニ

　
而
、
平
常
農
業
之
地
聊
な
ら
て
ハ
無
之
ニ
付
、
何
れ
も
穀
類
商
内
い
た
し
、
第
一
生
糸
並
織
物
渡
世
銘
々
手
広
、
月
々
三
七
ノ
日

　
六
才
ニ
市
相
立
、
東
京
横
浜
数
引
ハ
勿
論
、
諸
国
之
商
人
共
入
込
候
ニ
付
自
然
人
気
狡
黠
ニ
而
、
昼
夜
東
京
横
浜
其
外
等
エ
定
飛

　
脚
等
仕
立
置
、
日
夜
諸
方
之
諸
相
場
承
り
合
候
程
之
義
ニ
有
之
、
然
ル
処
楮
幣
御
発
弘
ニ
相
成
候
而
も
当
五
月
上
旬
迄
は
金
札
取

　
引
も
無
御
座
候
」

と
、
こ
の
商
品
流
通
の
地
方
的
中
心
市
場
に
お
い
て
は
、
金
札
は
全
く
社
会
的
信
認
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
同
市
場
に
お
け
る
代
査
的
糸
類
商
人
三
名
に
つ
い
て
の
調
査
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
商
人
は
東
京
数
引
に
よ
っ
て
糸

代
金
一
人
に
つ
き
千
両
又
は
二
千
両
を
金
札
を
も
っ
て
受
領
し
た
が
、
地
元
に
お
い
て
は
そ
の
金
札
を
受
数
る
者
な
く
、
五
月
十
三

日
の
京
日
に
は
取
引
流
済
手
段
を
金
札
に
よ
る
こ
と
に
し
た
た
め
諸
品
相
場
は
遂
に
成
之
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
金
札
に
対
す
る
諸
商
人
の
不
信
認
の
結
果
、

　
　
「
諸
品
一
時
ニ
高
直
ニ
数
し
、
誰
い
ふ
と
な
く
銭
相
場
可
引
上
ケ
旨
申
触
候
ニ
行
、
同
日
ハ
銭
相
場
両
ニ
拾
貫
弐
百
文
替
之
処
、

　
同
十
七
日
之
市
ニ
は
九
貫
六
百
文
、
廿
三
日
ノ
市
ニ
は
九
貫
弐
百
文
ニ
相
成
、
札
上
ニ
も
述
々
引
上
ケ
可
申
由
ニ
御
座
候
Ｌ

と
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
価
騰
貫
を
惹
起
し
、
し
た
が
っ
て
、
銭
相
場
も
続
騰
し
、
価
格
体
糸
を
況
札
せ
し
め
、
商
品
流
通

を
停
滞
せ
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
桐
生
町
に
お
け
る
穀
類
数
引
に
つ
い
て
も
、
支
況
役
所
は
金
札
渡
通
の
強
行
流
を
と
っ
た
が
、
銭
相
場
は
次
第
に
高
騰
し
、
物
価
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騰
貴
を
避
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
象
を
探
索
者
は
、
貫
幣
流
通
の
経
済
的
現
象
上
見
な
い
で
、
法
制
的
秩
序
に
対

す
る
商
八
の
営
利
上
義
に
よ
る
反
抗
上
考
上
、
倫
理
的
之
場
に
も
上
づ
い
て
次
の
よ
う
に
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
同
町
ハ
一
体
ニ
金
札
ニ
而
貫
物
等
仕
候
節
ハ
釣
り
銭
差
出
し
不
申
候
間
、
貫
民
共
小
買
物
ニ
必
至
上
差
支
難
渋
い
た
し
候
由
、

　
尤
穀
屋
共
ニ
不
限
、
惣
体
町
中
諸
商
売
共
同
様
之
義
ニ
而
、
何
れ
も
日
扉
之
も
の
多
分
有
之
上
地
柄
ニ
付
、
尚
以
下
々
上
も
の
難

　
渋
之
趣
、
一
体
上
野
両
州
之
内
桐
生
町
、
太
田
町
、
足
利
町
、
館
林
町
、
仕
野
町
之
処
、
八
気
組
伝
承
仕
候
処
、
至
而
商
内
向
狡

　
黠
ニ
し
て
銘
々
私
欲
ニ
泥
ミ
、
下
々
之
難
義
ヲ
不
顧
場
所
柄
と
相
見
候
問
、
右
六
ケ
町
厳
重
御
取
締
相
成
候
ハ
ハ
、
忽
金
札
通
用

　
可
仕
哉
ニ
奉
存
候
」

　
商
八
階
級
の
営
利
主
義
に
も
と
づ
く
経
済
行
為
を
も
っ
て
経
済
的
合
理
主
義
に
よ
る
も
の
と
考
え
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
取
も
卑

陋
な
も
の
と
す
る
意
識
が
、
強
く
探
索
者
の
観
察
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
戸
田
貫
門
守
領
分
足
利
藩
一
万
千
石
の
足
利
町
は
、
月
々
五
九
の
日
六
才
の
市
場
で
あ
り
、
附
五
の
農
村
生
産
物
の
業
散
地

と
し
て
盛
大
に
商
業
取
引
の
行
わ
れ
る
土
地
で
あ
る
が
、
金
札
の
流
通
は
き
わ
め
て
不
貫
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　
同
町
に
お
け
る
穀
物
取
引
に
つ
い
て
見
る
と
、
金
札
に
よ
る
場
合
は
銭
百
文
に
付
白
米
壱
勺
高
の
相
場
を
立
て
る
も
の
、
あ
る
い

は
、
金
札
に
対
し
て
は
販
売
を
拒
絶
す
る
も
の
等
が
あ
り
、
ま
た
反
物
取
引
仲
間
に
て
は
、
金
札
に
よ
る
相
場
を
す
べ
て
二
割
高
に

定
め
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
館
林
町
、
市
場
村
の
糸
類
商
八
が
足
利
町
に
お
け
る
五
月
十
九
日
二
十
五
日
の
両
市
日
に

販
売
し
た
相
場
は
、
糸
一
玉
正
金
に
て
金
三
両
一
歩
二
朱
よ
り
二
分
位
、
金
札
に
て
四
両
二
分
よ
り
五
両
と
い
う
格
差
を
示
し
た
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。
銭
相
場
も
、
五
月
十
八
日
壱
両
ニ
付
十
貫
二
百
文
、
十
九
日
九
貫
四
百
文
、
二
十
五
日
九
貫
二
百
文
と
漸
騰
を

示
し
て
い
る
。
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次
い
で
探
索
者
は
、
中
山
道
倉
ケ
野
宿
よ
り
分
岐
し
て
日
光
街
道
今
市
宿
に
至
る
間
の
例
幣
使
街
道
の
、
玉
村
、
五
科
、
芝
、
木

崎
、
ハ
木
、
梁
田
、
犬
伏
、
毛
呂
、
富
田
、
合
戦
場
、
金
崎
、
植
木
、
鹿
沼
の
十
三
権
を
も
探
索
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
に

は
金
札
は
未
だ
入
廻
る
こ
と
な
く
、
ま
た
商
人
少
く
、
食
売
、
族
篭
屋
等
の
営
業
を
主
と
す
る
地
方
で
あ
る
が
諸
藩
の
通
行
も
稀
で

あ
る
た
め
、
金
札
の
問
題
は
い
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
と
報
じ
て
い
る
。

　
例
幣
使
街
道
に
沿
う
宿
駅
の
内
、
旧
藩
領
分
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
戸
田
長
門
守
領
分
の
栃
木
町
、
小
俣
宿
お
よ
び
彦
根
領
分

の
下
津
原
村
、
佐
野
天
明
町
に
お
け
る
穀
物
商
、
太
物
商
、
酒
造
業
等
七
名
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
る
と
、
金
札
に
よ
る
取
引
は
一

切
拒
否
す
る
状
態
で
あ
っ
て
、
探
索
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
五
月
二
十
七
日
探
索
仕
侯
処
、
前
書
七
人
之
も
の
共
義
金
札
一
切
不
請
取
ニ
付
、
領
主
役
場
よ
り
追
々
利
解
も
有
之
、
既
ニ
昨

　
今
後
々
何
様
之
御
沙
汰
を
請
可
申
哉
も
難
斗
候
得
共
、
其
節
後
悔
不
致
様
、
尚
亦
領
主
よ
り
厳
敷
利
解
有
之
請
印
取
之
侯
趣
ニ
侯

　
得
共
、
当
五
月
二
十
六
日
迄
は
彼
是
申
紛
、
或
は
釣
銭
無
之
杯
と
申
、
金
札
更
ニ
不
請
取
由
ニ
御
座
侯
Ｌ

　
ま
た
秋
元
但
馬
守
領
分
館
林
藩
（
六
万
石
）
の
館
林
町
に
つ
い
て
見
る
と
、

　
　
「
館
林
町
之
義
金
札
通
用
領
主
よ
り
厚
世
話
方
有
之
、
既
ニ
壱
両
之
金
札
而
已
ニ
テ
商
人
共
差
引
ニ
困
り
入
侯
旨
申
立
侯
処
、
早

　
速
東
京
エ
小
札
引
替
ニ
枚
遣
、
壱
分
札
壱
朱
札
弐
千
五
百
両
程
町
々
名
主
拾
人
工
御
渡
被
成
、
大
札
ニ
面
差
支
侯
も
の
は
名
主
方

　
工
罷
越
引
替
侯
様
相
成
、
一
同
安
心
通
用
差
支
無
之
趣
、
領
主
御
世
話
方
行
届
市
中
之
も
の
共
難
有
相
心
得
侯
由
之
風
聞
ニ
御
座

　
侯
、
尤
正
金
七
分
余
金
札
三
分
位
之
割
合
二
立
廻
り
侯
由
ニ
御
座
侯
Ｌ

と
あ
っ
て
、
金
札
流
通
停
滞
の
原
因
が
高
額
紙
幣
の
み
太
政
官
よ
り
発
行
さ
れ
た
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
小
額
紙
幣
と
交
換
す

る
政
策
に
よ
っ
て
、
金
札
流
通
の
障
害
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
方
策
も
政
府
紙
幣
の
流
通
性
を
絶
対
的
に
確

　
　
　
　
金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て
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立
し
た
の
で
は
な
く
、
正
金
に
よ
る
取
引
が
主
体
と
な
り
、
小
額
紙
幣
は
補
助
貨
幣
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
得
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
大
岡
主
勝
正
領
分
、
岩
槻
藩
（
二
万
三
千
石
）
の
岩
槻
宿
に
お
い
て
も
、
穀
物
商
に
つ
い
て
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
、

　
　
「
玄
米
、
　
　
　
正
全
一
周
ニ
付
、
　
　
　
一
斗
二
升

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
ニ
テ
ハ
、
　
　
　
　
一
斗
五
合

　
白
米
小
売
相
場
、
正
金
銭
百
文
ニ
付
、
　
　
一
合
一
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
百
文
ニ
付
、
　
　
　
九
勺
五
才
」

ま
た
同
宿
の
粕
干
鰯
渡
世
の
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
る
と
、

　
「
油
粕
、
　
　
　
正
金
一
周
ニ
付
、
　
　
　
二
枚
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
金
札
ニ
テ
ハ
、
　
　
　
　
一
枚
九
分
五
厘
」

　
さ
ら
に
質
渡
世
の
も
の
は
、
金
札
に
て
は
営
業
を
休
止
す
る
申
合
せ
を
な
し
、
金
札
に
よ
る
質
物
請
戻
を
拒
絶
す
る
事
実
の
あ
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
よ
っ
て
、
岩
槻
藩
に
お
い
て
は
、
金
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
の
程
度
が
き
わ
め
て
不

良
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
米
穀
取
引
に
お
い
て
金
札
の
価
値
は
正
金
に
対
し
て
一
二
・
五
刄
乃
至
一
三
・
五
％

低
下
を
示
し
、
価
格
体
系
の
混
乱
を
招
い
て
お
り
、
ま
た
庶
民
金
融
と
し
て
重
要
な
地
位
を
も
っ
て
い
た
質
渡
世
の
休
業
は
、
一
般

経
済
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
旧
藩
他
生
の
支
配
が
存
続
し
て
い
る
地
域
に
対
し
て
、
維
新
政
府
に
よ
っ
て
県
制
の
お
か
れ
た
諸
地
域
に
お
け
る
金
札
の
流
通
問
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題
は
、
そ
の
事
情
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
大
宮
県
の
支
配
す
る
地
方
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
見
て
も
、
管
轄
官
庁
に
よ

っ
て
積
極
的
な
金
札
流
通
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
宮
県
支
配
所
羽
生
町
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
右
町
方
之
義
毎
月
四
九
ノ
日
六
才
市
場
ニ
侯
処
、
当
五
月
廿
四
日
市
迄
は
商
用
取
引
等
ニ
金
札
入
廻
り
不
申
処
、
同
月
廿
日
頃

　
之
由
、
同
所
川
除
御
普
請
所
御
入
用
金
札
ニ
面
、
千
五
百
両
程
民
部
官
御
役
所
よ
り
御
下
ケ
渡
二
相
成
候
趣
二
候
得
共
、
小
札
ニ

　
侯
ハ
ハ
却
而
弐
分
金
よ
り
通
用
方
宜
由
之
処
、
何
様
壱
両
札
五
両
札
弐
拾
五
両
札
ニ
而
下
々
之
も
の
取
遣
ニ
差
支
、
余
程
身
元
之

　
も
の
歟
又
は
大
商
人
ニ
無
之
侯
而
は
差
支
候
義
ニ
而
、
右
に
不
拘
当
時
は
追
々
支
配
所
よ
り
出
役
之
上
夫
々
申
渡
方
も
有
之
、
更

　
ニ
通
用
方
差
支
候
義
無
之
筈
ニ
候
得
共
、
右
之
通
大
札
ニ
面
は
貧
家
之
も
の
共
取
引
難
相
成
よ
し
、
無
余
儀
町
役
人
方
ニ
預
り

　
置
、
近
々
東
京
其
外
エ
持
参
、
相
成
丈
ケ
小
札
ニ
引
替
日
用
ニ
い
た
し
候
心
得
之
趣
ニ
相
開
申
候
、
同
所
は
米
穀
銭
共
外
々
よ
り

　
下
直
之
由
ニ
御
座
侯
」

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
羽
生
町
に
お
い
て
は
、
金
札
流
通
の
た
め
に
、
ま
ず
県
庁
土
木
費
支
出
に
金
札
を
使
用
し
た
が
、
流
通

の
障
害
と
な
っ
た
原
因
は
、
政
府
が
太
政
官
札
と
し
て
高
額
紙
幣
を
多
く
発
行
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
対
策

と
し
て
小
額
紙
幣
の
供
給
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
治
二
年
九
月
十
七
日
の
民
部
省
札
発
行
の
布
告
も
、
高
額

紙
幣
の
流
通
困
難
を
除
去
す
る
た
め
に
、
二
分
以
下
の
小
額
紙
幣
が
発
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

金
札
流
通
促
進
策
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
次
に
加
須
町
に
お
け
る
金
札
事
情
は
、

　
　
「
右
町
方
之
義
月
々
五
十
ノ
日
六
才
市
場
ニ
而
、
組
織
色
木
綿
多
分
出
来
、
在
々
よ
り
持
出
し
売
買
い
た
し
東
京
其
外
エ
積
送
候

-41 一一一一



　
場
所
柄
ニ
候
得
共
、
聊
な
ら
て
は
金
札
入
廻
り
不
申
、
尤
東
京
エ
持
出
候
荷
主
共
義
不
残
荷
物
預
ケ
價
、
地
元
工
立
帰
り
居
宿
並

　
最
寄
市
場
金
札
通
用
方
模
様
等
承
り
合
候
内
、
厳
重
之
御
沙
汰
有
之
趣
承
知
い
た
し
、
且
知
県
事
よ
り
出
役
之
上
万
一
金
札
之
義

　
　
ニ
付
彼
是
差
拒
候
も
の
は
可
為
曲
事
旨
申
渡
候
ニ
付
、
一
同
尚
出
府
仕
切
、
金
札
持
返
り
可
申
候
間
、
六
月
頃
ノ
市
よ
り
追
々
立

　
廻
り
可
巾
趣
ニ
御
座
候
、
未
タ
金
札
之
義
ニ
付
不
都
合
之
取
引
等
も
無
之
由
二
俣
」

と
あ
り
、
金
札
に
よ
る
取
引
は
い
ま
だ
十
分
に
成
立
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
知
県
事
よ
り
の
強
権
的
な
布
達
に
し
た
が
い
、
漸

次
金
札
が
流
過
す
べ
き
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
同
県
支
配
の
菖
蒲
町
、
久
喜
町
、
鷲
之
宮
村
、
不
動
岡
村
等
、
前
述
の
羽
生
町
、
加
須
町
と
同
じ
く
、
中
山
道
と
利
根
川
の
聞
に

位
置
す
る
諸
町
村
に
お
い
て
も
、
金
札
の
使
用
は
い
ま
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
金
札
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。
す
な

わ
ち
、

　
　
「
右
四
ケ
所
之
内
、
菖
蒲
町
、
久
喜
町
之
義
月
々
六
才
市
少
々
宛
相
立
候
趣
二
候
得
共
、
未
タ
金
札
入
廻
り
不
申
候
ニ
付
、
不
通

　
用
又
は
彼
是
い
た
し
候
義
も
無
之
候
由
ニ
而
、
前
書
加
須
町
同
様
支
配
出
校
よ
り
厳
重
ニ
枚
申
渡
候
義
ニ
付
、
此
上
敢
而
拒
候
義

　
は
有
之
間
敷
趣
ニ
而
、
米
銭
共
相
場
外
々
よ
り
少
々
下
直
之
由
ニ
相
間
申
候
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
く
大
宮
県
支
配
に
属
す
る
地
域
で
あ
る
に
し
て
も
、
金
札
を
交
換
手
段
と
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
政
府
の

政
策
が
、
そ
の
効
果
を
拡
大
し
た
土
地
に
お
い
て
は
、
次
第
に
金
札
価
値
の
下
落
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岩
槻
街
道
に
沿
う

鳩
ケ
谷
宿
に
関
し
、
再
び
こ
の
探
索
者
に
よ
っ
て
も
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
五
月
二
十
三
日
、
二
十
八
日
の
市
日
相
場
に
お
い
て
、

金
札
は
正
金
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
購
買
力
の
下
落
を
現
わ
し
て
い
る
。

　
　
「
玄
米
、
　
　
　
正
金
一
両
二
付
、
　
　
　
一
斗
二
升
五
合
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金
札
ニ
テ
ハ
、
　
　
　
　
一
斗
一
升
二
合

　
山
方
に
対
し
て
は
金
札
正
金
ニ
合
違
、
金
札
正
金
取
交
仕
切
、
メ
粕
六
斗
五
升
入
一
俵
、
正
金
四
両
一
朱
、
金
札
ニ
テ
ハ
五
両
よ

　
り
五
両
二
朱
、
唐
糸
一
駄
、
正
金
百
三
十
五
両
、
金
札
ニ
テ
八
百
七
十
両
」

　
金
札
価
値
が
玄
米
取
引
に
お
い
て
一
〇
％
余
、
特
に
唐
糸
取
引
に
お
い
て
は
二
五
％
余
も
下
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
く
岩
槻
街
道
沿
道
の
大
宮
県
支
配
所
、
大
門
宿
、
新
井
村
等
に
お
い
て
は
、
金
札
に
よ
る
米
穀
取
引
を
拒
絶
す
る
商
人
が
あ

り
、
ま
た
金
札
に
よ
る
質
業
を
休
業
す
る
地
主
資
本
家
の
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
と
に
大
宮
県
支
配
所
川
口
宿
、
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
小
菅
県
支
配
所
元
郷
材
、
十
二
月
田
村
、
中
井
村
に
お
け
る
年
寄
、
組
頭
、
百
姓
等
で
あ
っ
て
、
質
業
を
営
み
、
地
方

金
融
に
支
配
的
勢
力
を
も
つ
十
六
人
の
も
の
は
、
金
札
流
通
に
つ
き
厳
重
な
布
令
が
あ
る
た
め
、
質
物
も
金
札
の
み
に
よ
っ
て
出
質

す
べ
き
動
向
に
あ
り
、
そ
の
結
果
損
失
を
蒙
る
危
険
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
六
月
三
日
よ
り
質
物
利
子
の
引
上
げ
を
協
定
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
協
定
利
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
金
壱
両
に
付
銀
壱
匁
五
分
、
同
壱
分
二
付
銀
六
分
（
註
、
原
文
の
ま
ま
）
之
処
、
此
度
金
壱
両
ニ
付
銀
壱
匁
八
分
、
同
壱
歩
ニ
付

　
銀
五
分
（
註
、
原
文
の
ま
ま
）
ニ
引
上
ケ
、
銭
百
文
ニ
付
四
文
之
処
、
是
又
銭
六
文
二
引
上
ケ
候
積
」

　
維
新
政
府
が
金
札
の
発
行
に
よ
っ
て
、
通
貨
供
給
量
を
増
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
金
利
の
低
下
、
商
品
流
通
の
発
展
を
は
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
金
札
に
対
す
る
経
済
社
会
の
不
信
認
の
結
果
、
か
え
っ
て
金
利
の
上
昇
、
商
品
流
通
の
混
乱
を
ま
ぬ

く
傾
向
を
生
じ
た
こ
と
が
、
右
の
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三

　
以
上
中
山
道
に
沿
う
諸
地
域
お
よ
び
例
幣
使
道
、
岩
槻
街
道
に
沿
う
各
宿
駅
農
村
に
お
け
る
金
札
流
通
状
況
を
、
明
治
二
年
六
月

の
探
索
書
に
し
た
が
っ
て
、
検
討
し
た
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
知
り
得
る
こ
と
は
、
維
新
政
府
に
よ
っ
て
通
貨
供
給
量
増
大
の
た
め

に
、
法
制
的
に
創
造
さ
れ
た
金
札
は
、
経
済
社
会
に
お
い
て
一
般
的
信
認
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
金
札
は
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
完
全
な
貨
幣
的
職
能
を
果
す
に
至
ら
ず
、
金
札
は
地
域
的
に
あ
る
い
は
商
品
取
引
系
列
に

よ
っ
て
限
定
的
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
得
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
金
札
の
流
通
を
強
行
し
よ
う
と

し
た
政
策
は
、
金
札
価
値
の
動
揺
を
招
き
、
価
格
体
系
の
混
乱
、
商
品
流
通
の
縮
少
を
来
す
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
年

に
お
け
る
金
札
流
通
状
況
の
事
実
は
、
貨
幣
の
本
質
を
国
家
法
制
の
創
造
す
る
表
券
的
支
払
手
段
と
見
る
国
家
的
学
説
が
、
貨
幣
の

本
質
を
説
き
つ
く
す
も
の
で
な
く
、
貨
幣
の
形
式
的
側
面
の
み
を
重
規
す
る
見
解
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
と
も
に
、
経
済

発
展
の
た
め
に
と
ら
れ
る
資
金
供
給
政
策
の
効
果
を
考
慮
せ
し
め
る
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
貨
幣
の
本
質
は
、
経
済
社
会
に
お
け
る
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
、
統
一
的
価
格
体
系
を
形
成
す
る
経
済
的
機
能
を
果
す
こ
と
に

よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
探
索
者
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
金
札
流
通
状
況
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て
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